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特定事業所加算Ⅱ（同行援護・行動援護）
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令和２年度当事業所加算取得のお知らせ

ご利用者の皆様へ

　コロナウイルスの感染拡大防止のため、社会は色々と変わってきていま
す。皆様の生活への影響も出てきているのではないでしょうか。そのような
中でも皆様にはお元気で過ごしていただいているものと存じます。
　さて、当事業所は、以前から、処遇改善加算と特定事業所加算を取得して
まいりました。今年度も引き続き処遇改善加算と特定事業所加算を取得い
たしましたが、それに加えまして特定処遇改善加算も取得いたしました。こ
れによりまして、この４月提供分よりの自立支援給付費に加算される額が少
しではありますが上がる事になりました。
　誠に恐縮ですが、上限に至っていない利用料を支払っていただく場合につ
きましては、その額も上がってしまいます。
　当事業所都合で大変申し訳ございませんが、より良い事業所を目指して
邁進していく所存でございますので、どうかご理解下さるようにお願い申し
上げます。
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